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～栗山町議会基本条例制定２０年の歩みと未来への約束～
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情報公開
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自由討議
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議会は変わったか

栗山町議会基本条例は、 栗山町の持続的で、 豊かな

まちづくりに寄与することを目的に制定されました。

その前文には、 「討論の広場である議会は、 自由闊達

な討議をとおして、 論点、 争点を発見、 公開すること

が第一の使命である。 町民参加の推進、 積極的な情

報公開、 議員間の自由討議、 議員の資質向上などに

取り組み、 町民に信頼され、 存在感のある豊かな議会

を築きたい。」 と記されています。

制定から２０年を経た今、 議会ではその歩みと未来に向

けた議会のあり方を考える、 栗山町議会基本条例制定

２０周年記念事業を行いました。

本誌では記念事業を振り返るとともに、 目指すべき議会

の姿を考えます。



栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業　第１部・基調講演
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住民と向き合う議会へ住民と向き合う議会へ

ー議会報告会は、 議会という機関が　　　ー議会報告会は、 議会という機関が　　　
　　　　　  住民と向き合う場であるー　　　　　  住民と向き合う場であるー
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法政大学法学部　　　法政大学法学部　　　

教授　教授　廣廣
ひ ろ せひ ろ せ

瀬瀬　　克克
か つ やか つ や

哉哉　氏　氏

議会が変われば自治体が変わる議会が変われば自治体が変わる

ー議会が最後の改革主体として　　　ー議会が最後の改革主体として　　　
　　　　　　　　　　　動きだしたー　　　　　　　　　　　動きだしたー

北海道大学　　　　　　　北海道大学　　　　　　　

名誉教授　名誉教授　神神
かんばらかんばら

原原　　　　勝勝
まさるまさる

　氏　氏

江
藤　
「
栗
山
町
議
会
は
、
埋
も
れ
て
い
た
本
来
の
議
会

像
を
発
見
し
た
。」、
全
国
初
と
な
っ
た
議
会
基
本
条
例

は
、
従
来
の
地
方
議
会
の
在
り
方
を
大
き
く
転
換
し
た
も

の
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
地
方
議
会
は
、
首
長
提
案
を
追
認
す
る
閉

鎖
的
な
議
会
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
議
会
基

本
条
例
は
、
住
民
と
と
も
に
歩
み
、
議
員
同
士
が
公
開
の

場
で
討
議
す
る
議
会
像
を
明
確
に
示
し
た
。「
議
会
は
単

な
る
質
問
の
場
で
は
な
く
、
討
議
の
広
場
で
あ
る
」。
議

員
間
討
議
に
よ
っ
て
論
点
を
明
確
に
し
、
合
意
形
成
を
図

る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
議
会
改
革
は
単
に

議
会
運
営
を
変
え
る
だ
け
で
は
な
い
。「
議
会
が
変
わ
れ

ば
自
治
が
変
わ
る
。」、
多
様
な
住
民
が
参
加
し
議
論
で
き

る
環
境
づ
く
り
こ
そ
、
地
域
民
主
主
義
の
根
幹
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

　

栗
山
町
議
会
の
取
組
が
全
国
に
広
が
っ
た
背
景
に
は
、

「
普
遍
的
な
議
会
像
」
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
加
え
て
、

各
自
治
体
が
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
条
例
を
発
展
さ
せ

る
「
横
展
開
」
に
加
え
、
栗
山
町
議
会
自
身
も
基
本
条
例

の
改
正
を
重
ね
、「
生
き
た
条
例
」
と
し
て
発
展
さ
せ
て

き
た
「
自
己
展
開
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、「
住
民
、
議
員
、
首
長
等
が
一
緒
に
な
っ
て

議
論
す
る
空
間
」
を
さ
ら
に
築
い
て
ほ
し
い
。
総
合
計
画

と
予
算
・
決
算
を
連
動
さ
せ
た
政
策
サ
イ
ク
ル
を
重
視

し
、
決
算
審
議
を
踏
ま
え
た
予
算
提
言
に
つ
な
げ
る
議
会

運
営
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
理
念
だ
け
で
な
く
、
議
会

活
動
を
支
え
る
事
務
局
の
体
制
強
化
、
報
酬
の
検
討
と

い
っ
た
条
件
整
備
を
進
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

江
藤



議会基本条例制定から２０年～今後の地方議会が目指すべき姿～

議
会
の
目
指
す
べ
き
姿

神
原　

議
会
基
本
条
例
は
、
議
会
改
革
の
理
念
や
あ
る

べ
き
姿
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
継
続
し
て
実

行
し
て
い
く
た
め
の
条
例
で
あ
る
。
栗
山
町
議
会
は
全

国
で
初
め
て
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
、
そ
の
後
も
改

正
を
重
ね
な
が
ら
発
展
さ
せ
て
き
た
。
条
例
を
つ
く
っ

て
終
わ
り
で
は
な
く
、
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
正

を
続
け
て
き
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

一
方
で
、
議
会
改
革
の
進
捗
に
は
差
が
あ
り
、
先
進

的
に
改
革
を
続
け
る
議
会
も
あ
れ
ば
、
改
革
が
停
滞
し

て
い
る
議
会
も
存
在
す
る
が
、「
議
会
が
あ
る
べ
き
姿

を
常
に
問
い
続
け
る
」
と
い
う
姿
勢
そ
の
も
の
が
、
議

会
基
本
条
例
に
よ
る
最
大
の
成
果
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
住
民
、
首
長
、
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
変

革
を
進
め
て
き
た
が
、
議
会
だ
け
が
改
革
か
ら
取
り
残

さ
れ
て
い
た
。
議
会
が
最
後
の
改
革
主
体
と
し
て
動
き

出
す
こ
と
で
、「
議
会
が
変
わ
れ
ば
自
治
体
が
変
わ
る
」

と
い
う
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
た
。
議
会
は
単
に
議
場

で
議
論
す
る
場
で
は
な
く
、
住
民
と
議
会
、
町
と
議
会
、

議
員
同
士
が
議
論
を
重
ね
る
「
討
論
の
広
場
」
で
あ
る
。

　

ま
た
、
自
治
基
本
条
例
、
議
会
基
本
条
例
、
総
合
計

画
条
例
を
連
動
さ
せ
、
政
策
形
成
や
事
業
評
価
に
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
栗
山
町
議
会
は
そ
の

先
進
的
な
モ
デ
ル
と
な
っ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
多
様
な
議
員
が
自
由
に
議
論
へ
参
加
で
き

る
環
境
を
つ
く
り
、
議
会
と
し
て
意
見
を
ま
と
め
、
政

策
提
案
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
議
会

に
必
要
で
あ
る
。

廣
瀬　

議
会
基
本
条
例
は
、
議
会
改
革
の
理
念
と
具
体

的
な
実
践
を
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
議
会
改

革
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
個
別

の
改
革
項
目
を
並
べ
る
だ
け
で
は
、
合
意
し
や
す
い
も

の
だ
け
が
残
り
、
体
系
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
理
念

と
具
体
的
な
実
践
を
結
び
つ
け
、
一
つ
の
条
例
と
し
て

示
し
た
こ
と
に
栗
山
町
議
会
の
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。

　

栗
山
町
議
会
は
、
条
例
制
定
後
も
議
会
サ
ポ
ー
タ
ー

制
度
や
議
会
改
革
推
進
会
議
な
ど
を
加
え
な
が
ら
改
正

を
重
ね
、
つ
く
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
磨
き
続
け
て

き
た
。
こ
う
し
た
取
組
は
全
国
の
議
会
改
革
の
モ
デ
ル

と
な
り
、
現
在
で
は
都
道
府
県
議
会
、
市
議
会
の
過
半

数
が
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
国

の
議
会
が
互
い
に
取
組
を
参
照
し
合
い
な
が
ら
改
革
を

進
め
る
流
れ
を
つ
く
っ
た
こ
と
も
、
栗
山
町
議
会
の
大

き
な
役
割
で
あ
っ
た
。

　

議
会
報
告
会
は
、
個
々
の
議
員
の
活
動
報
告
で
は
な

く
、
議
会
と
い
う
機
関
が
住
民
と
向
き
合
う
場
で
あ

る
。
議
会
が
な
ぜ
そ
の
結
論
に
至
っ
た
の
か
、
賛
否
を

含
め
て
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
機
関
と
し
て
の
議
会
の

責
任
は
果
た
せ
な
い
。

　

一
方
で
、
議
会
事
務
局
の
強
化
は
今
な
お
未
完
の
改

革
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
活
用
の
可
能
性
と
し
て
調
査
事
務
な

ど
の
単
純
作
業
へ
の
導
入
が
考
え
ら
れ
る
。

　大正大学地域創生学部大正大学地域創生学部

教授　教授　江江
え と うえ と う

藤藤　　俊俊
と し あ きと し あ き

昭昭　氏　氏

住民とともに討議する議会へ住民とともに討議する議会へ

ー議会は単なる質問の場ではなく　　　ー議会は単なる質問の場ではなく　　　
　　　　　　　　　　　討議の広場であるー　　　　　　　　　　　討議の広場であるー

神
原

廣
瀬
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栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業　第２部・パネルディスカッション

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

議会基本条例制定から２０年～今後の地方議会が目指すべき姿～

議会が変われば、

　　　まちが変わる

今後における
「地方議会が目指すべき姿」

とは

橋
は し ば

場　利
としかつ

勝　氏
栗山町議会
前議長

条例制定当時、国や道などの行政機関からは非常に冷や
やかな反応があったが、大森彌（おおもりわたる）先生
（東京大学名誉教授）から「明治に議会制度ができて以
来、初めて自治の本質を定めた画期的な条例である」と
高く評価された。また、当初より「議会が変わればまち
が変わる」と私は言い続けてきたが、栗山町には現在、
「議会基本条例」「自治基本条例」「総合計画条例」があり、
この三本こそが自治の理想を追求する事となり、行政、
議員、そして住民も本当に変わったと手応えを感じる。

選挙前だけではなく、日常的に主権者である町民と対話
する場として「議会報告会」や「一般会議」を条例に定
めた意義は大きい。例えば、過去の合併論議の際にも、
議会は賛否を押し付けるのではなく客観的な情報を伝え
ることに徹し、住民が主体的に判断できる場を提供した。
また、総合計画の修正案を議会主導でまとめ、住民と一
般会議で議論したことで、住民から「栗山町議会は単な
る行政の追認機関ではない」と信頼を得ることができた。

今後、自治体議会が政策提案機能を強めていくには、必
要となる予算措置について、事前に執行側と十分に協議
を進めることが重要であると思う。また、議会内で議論
を重ねる中で見えてくる課題について、議会として執行
側に修正を求める際には、「代表質問」の活用が有効なの
で、議会を代表する立場で課題を提起し、議論を深めて
いくことが重要である。

Q2 20 年間の着目点と浮き彫り
となった課題とは Q3

A1

A2

A3



栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業　第２部・パネルディスカッション

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

議会基本条例制定から２０年～今後の地方議会が目指すべき姿～

未
来
へ
の
針
路

神
かんばら

原　勝
まさる
　氏

北海道大学
名誉教授

司　会

中
な か お

尾　修
おさむ
　氏

栗山町議会
元事務局長

現在、全国に１７８８の自治体があり、その過半数を超
える自治体が議会基本条例を制定した。これは一つの議
会でいう過半数で、議決をしたと同じであると例えるな
ら、この条例ができたことによって、住民参加というこ
とが本筋であり、議会基本条例が住民、議会、そして行
政にとっても、有効で必要であるという証明が出来た
２０年だと思っている。

議会基本条例の制定は重要なことではあるが、課題とし
て議員や事務局職員は年月とともに入れ替わり、時代や
社会状況も大きく変化していく中での改革を継続し、条
例をどの様に生かし続けるかが大切である。特に、全国
に先駆けて議会基本条例を制定した栗山町議会について
は、先陣を切った議会としての責任があるので、これま
で積み重ねてきた情熱や志の温度を下げずに、今後も議
会改革を続けてほしい。

人口減少問題は、合併問題以上に根深く、より深刻な課
題である事からして、議員自身は日頃からデータを集め、
研究を重ねておく必要性がある。また、議会側の対応と
して、議会基本条例を改めて点検し、現在の制度や仕組
みが十分機能するのかを確認した上で、厳しい議論を行
う覚悟をお持ち頂きたい。

２０年で証明された

　議会基本条例の価値

議会

サポーター

議会

サポーター

Q1 議会基本条例制定 20 年を
振り返って想うことは

パネリストの皆さんの意見
A1

A2

A3

　2006 年、栗山町議会は全国の自治体に先駆けて「議会基本条例」を
　制定した。
　20 周年記念事業のパネルディスカッションでは、制定の立役者、
　現在の議会関係者、　議会サポーターが一堂に会し、これまでの歩み　
　と人口減少・縮小社会における地方議会のあり方について熱い
　議論を交わした。
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栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業　第２部・パネルディスカッション

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

議会基本条例制定から２０年～今後の地方議会が目指すべき姿～

かつて栗山町の住民が「町長と議員を別々に選んでいる。
役割や目のつけどころが違うからこそ、違う意見（報告）
が出る。私たちは両方を聞いて総合的に判断できるから
幸せだ」と語った。私はこのエピソードこそ、議会改革
の運用を通じて二元代表制の理念が住民に深く浸透して
いる証拠であると実感した。

なり手不足や変化する社会情勢の中から登場しつつあ
る、新しいタイプ（若い世代や女性、多様な仕事を持つ
人々）の議員との関わり方が今後の課題。従来の「平日
昼間の議会活動」や昭和的な慣行が通用しない場面が出
てくる。その際、旧来の常識を押し付けるのではなく、
相手から学ぼうとする姿勢やお互いをリスペクトしなが
ら、「新しい議会の常識・ルール」を再構築していけるか。
新旧の知恵が交わる生き生きとした議会を創れるよう期
待する。

20 年間の中で大きな出来事であったコロナ禍を契機に
「オンライン議会」についての議論が集中した。総務省
の技術的助言は「一般質問はオンラインでも良いが、重
要な決定（議案審議や議決）はオンラインで行ってはな
らない」としている。しかし、これは発想が逆である。「重
要な決定こそ、非常時であっても機能を停止させてはな
らず、オンラインを使ってでも行うべき」であるはずだ。

重要な議決こそ

　止めてはならない

江
え と う

藤　俊
としあき

昭　氏
大正大学地域創生学部

教　授

議会基本条例を作っただけで満足してはならない。栗山
町の強みは、単なるルールづくりにとどまらず、それが
「総合計画」や「地域経営の視点（住民の福祉向上）」と
いう軸としっかりと連動している点にある。また、基本
条例には、議会側のあり方だけでなく、首長や執行機関
が政策を提案する際に「なぜその政策が必要なのか」と
いう説明義務を厳格に課す仕組みが含まれている。これ
が二元代表制を真に機能させる。

コロナ禍の議会対応にも関連するが、非常時に適切な対
応ができるかどうかは、日頃からどれだけ議会活動を積
み重ねているかにかかっている。議員は住民に最も近い
立場にあるからこそ、平時から住民の声を把握し、議会
として提言や意思形成を行うことが重要である。

これからは高度成長期のような拡大の時代ではなく、縮
小社会である。人口減少に対応するため、複数の自治体
にまたがる一部事務組合や広域連合といった「広域議会」
での改革が今後の大きな課題となる。住民から見えにく
い広域議会と、身近な基礎自治体の議会との連携をいか
に強化するかが問われる。

 日頃の議会活動が

　　非常時の対応力

　　　　　につながる

議会

サポーター

議会

サポーター

廣
ひ ろ せ

瀬　克
か つ や

哉　氏
法政大学法学部

教　授

A1

A2

A3

A1

A2

A3



栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業　第２部・パネルディスカッション議会基本条例制定から２０年～今後の地方議会が目指すべき姿～

未
来
へ
の
針
路

辻
つじみち

道　雅
まさのぶ

宣　氏
元北海道地方自治研究所

主任研究員

条例制定当時、栗山町議会では議会報告会など住民との
対話を継続するため、議会基本条例の制定が必要との認
識が共有されていた。条例試案についても、「栗山町議
会は既にその多くを実践している」と評価され、それら
を明文化する形で制定につながった。その後、全国でも
住民参加や対話を重視する流れが広がった。議会は首長
提案を追認するだけでなく、議員同士が議論を重ね、意
思形成を行う場へと変わりつつある。今後は議員間討議
や意見交換の重要性がさらに高まると考えている。

コロナ禍では議会の活動縮小や停止が相次ぎ、その存在
意義が疑問視された。しかし、非常時だからこそ日頃の
備えが問われる。議会基本条例や災害時計画を持つ自治
体は、密を避けつつ適切に活動を継続できた。また、非
常時に住民の要望を行政に届ける際、議員個人の動きで
は圧力になりかねないので、議会全体の意見交換を経て、
「総意」として集約し、行動することの重要性が改めて
浮き彫りになり、今後の教訓となった。

栗山町が挑戦している「一般質問における論点整理ワー
クシート」に期待する。議員間討議を活性化させ、個々
の力量に依存せず議会全体の「共通の論点・意思」をま
とめ上げるハブを作ること。これが機能すれば行政へ確
実にインパクトを与え、住民に対しても痛みを伴う政策
決定のプロセスを論理的に説明することが可能になる。

鵜
う か わ

川　和
かずひこ

彦　氏
栗山町議会
議　長

議員にとって一番嫌な仕事は、住民に対して自分の言
葉で説明責任を果たすこと。厳しい対面式の報告会を
行うのは、議員を鍛えるためでもある。審議のプロセ
スから結論までを住民に説明できなければ議員失格だ。
厳しい町民の意見にさらされ、自己反省を繰り返すこ
とこそが議員の資質向上をもたらした。

議会改革の深化に伴う「議員活動の負荷の増大」と「議
員報酬」の関係である。改革を進めるほど、一般質問の
準備、議会報告会、パブリックコメントの対応など、議
員の負担は増す。しかし、地方町村において議員報酬の
引き上げを議論すると、住民からは非常に厳しい反発を
受ける。人材確保のために報酬をどう設計すべきかは、
精神論だけでは解決できない避けて通れない課題だ。

議員のなり手不足については、現在取り組んでいる「議
員の学校」で講義を実施するだけではなく、実際に立
候補の当選といった成果につなげることが重要である。
地域には立候補への意欲や実現したい思いを持つ人材
は多くいる一方、背中を押し、支える存在の不足が要
因としてあり、議会や議員がどのように候補者を支え
ていくかが今後の重要な課題である。

住民の中で

 鍛えられる議員力と
　　　　　

担い手育成

議会

サポーター

議員同士の

　対話（議員間討議）

　　　　　の活性化

A2

A1

A2

A3

A1

A3
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ま
ず
、
議
会
モ
ニ

タ
ー
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

高
橋　
　

地
方
分
権
や
平
成

の
合
併
な
ど
、
時
代
が
大
き

く
変
わ
る
中
で
、「
議
会
に

対
し
て
何
で
も
言
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
て

議
会
モ
ニ
タ
ー
に
な
っ
た
。

議
員
だ
け
に
任
せ
る
の
で
は

な
く
、
町
民
も
参
加
す
る
と

い
う
考
え
方
が
、
議
会
基
本

条
例
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
条
例
が
あ
っ
た
か
ら
自

治
基
本
条
例
や
総
合
計
画
条

例
も
で
き
た
。
地
方
自
治
に

一
石
を
投
じ
た
条
例
だ
っ
た

と
思
う
。

水
野　
　

以
前
は
政
治
や
議

会
は
別
世
界
の
も
の
だ
と

思
っ
て
い
た
。
し
か
し
栗
山

町
に
移
住
し
、
地
域
で
暮
ら

す
中
で
、
議
会
で
決
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
、
自
分
た
ち

の
暮
ら
し
や
子
ど
も
の
環
境

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
議
会
モ

藤
ふじもと

本　光
みつゆき

行
広報広聴常任委員長

高
たかはし

橋　慎
まこと

さん
議会モニター歴　１７年

議会モニター インタビュアー（議員）

水
み ず の

野　嘉
よしたか

貴さん
議会モニター歴　７年

議会モニター

01

ニ
タ
ー
は
、
自
分
の
考
え
を

聞
い
て
も
ら
っ
た
り
、
議
員

の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
場
だ
と
思
っ
て
参
加
し

た
。

藤
本
　　

20
年
を
経
た
栗
山

町
議
会
を
ど
う
感
じ
て
い
ま

す
か
。

高
橋　
　

議
会
活
動
を
町
民

に
伝
え
る
努
力
は
続
け
て
き

た
が
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
伝

え
る
か
考
え
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
議
会
基
本
条
例

が
あ
る
か
ら
、
た
だ
多
数
決

で
決
め
る
の
で
は
な
く
、
議

員
同
士
が
自
由
討
議
を
重
ね

な
が
ら
政
策
を
つ
く
っ
て
い

け
る
。
一
番
素
晴
ら
し
い
の

は
自
由
討
議
。
課
題
に
つ
い

て
議
員
同
士
が
熟
議
し
な
が

ら
、
一
つ
の
政
策
を
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思

う
。
ま
た
、
一
般
会
議
の
仕

組
み
も
素
晴
ら
し
い
。
実
際

に
地
域
課
題
を
議
会
に
申
し

込
み
、
一
緒
に
考
え
て
も

ら
っ
た
経
験
が
あ
る
。
も
っ

と
町
民
に
制
度
を
知
っ
て
も

ら
え
れ
ば
と
思
う
。

　
　
　
　

自
由
討
議
を
重
ね

な
が
ら
政
策
を
作
っ
て
い
く

と
い
う
点
は
、
栗
山
町
議
会

の
大
き
な
特
徴
だ
と
改
め
て

感
じ
ま
す
。

栗山町議会では、議会運営や議会だよりなどに町民の意見を反映させるため、「議会モニ
ター」制度を設けている。
議会基本条例制定２０周年記念事業に参加した議会モニターの高橋さんと水野さんに、こ
れまでの議会の歩みや、これからの栗山町議会への期待について藤本議員が話を聞いた。

議員だけに任せるのではなく、
町民も参加する。
それが議会基本条例につながった。

02

水
野

高
橋

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

高
橋

藤
本

藤
本

藤
本

議会基本条例と

これからの栗山町議会

住民から見た議会改革

議会モニターが語る



03

04藤
本
　　

20
周
年
事
業
全
体

を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
。

水
野　
　

近
隣
自
治
体
か
ら

も
多
く
の
議
員
が
参
加
し
て

い
て
、
栗
山
町
だ
け
で
で
き

る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
っ
て

も
、
近
隣
自
治
体
と
協
力
す

る
こ
と
で
可
能
性
が
広
が
る

と
感
じ
た
。

　

自
由
討
議
や
学
び
合
い
は

栗
山
町
議
会
だ
け
の
話
で
は

な
い
。
自
治
体
同
士
で
も
議

論
し
な
が
ら
政
策
を
高
め
て

い
け
る
は
ず
。
栗
山
だ
け
で

な
く
、
南
空
知
全
体
を
良
く

し
て
い
く
た
め
に
協
力
で
き

る
可
能
性
を
感
じ
た
。

高
橋　
　

栗
山
町
議
会
が
頑

張
る
こ
と
で
、
ほ
か
の
議
会

も
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
持
ち

寄
り
、
そ
れ
を
ま
た
栗
山
に

還
元
し
て
く
れ
る
。
今
回
、

多
く
の
議
員
が
集
ま
っ
た
こ

と
自
体
が
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
と
思
う
。

藤
本　
　

こ
れ
か
ら
の
栗
山

町
議
会
に
期
待
す
る
こ
と
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

高
橋　
　

も
っ
と
自
由
討
議
を

増
や
し
て
ほ
し
い
。
完
成
し
た

政
策
だ
け
で
な
く
、
途
中
段
階

で
も
議
論
し
な
が
ら
進
め
て
ほ

し
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
や
分

野
か
ら
意
見
を
出
し
合
い
、
政

策
を
つ
く
っ
て
い
く
議
会
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

水
野　
　

人
口
減
少
や
気
候

変
動
な
ど
、
こ
れ
か
ら
は
難

し
い
時
代
に
な
る
。
そ
の
中

で
、
行
政
と
は
違
う
視
点
か

ら
、「
こ
う
い
う
や
り
方
で

町
を
良
く
で
き
る
の
で
は
な

い
か
」
と
提
案
で
き
る
議
会

が
必
要
に
な
る
と
思
う
。

　

議
会
が
政
策
提
案
を
行

い
、
行
政
と
一
緒
に
実
現
に

向
け
て
考
え
て
い
く
。
そ
う

い
う
議
会
力
の
向
上
が
、
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

05

藤
本　
　

20
周
年
事
業
の
講

演
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。

　
　
　
　

印
象
に
残
っ
た
の

は
「
ア
マ
チ
ュ
ア
議
員
」
と

い
う
言
葉
だ
っ
た
。
議
員
は

最
初
か
ら
政
治
家
と
し
て
生

き
て
き
た
人
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
や
生
活

が
あ
る
中
で
議
員
に
な
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
目
指
す
べ

き
方
向
を
示
す
議
会
基
本
条

例
の
意
味
は
大
き
い
と
思
っ

た
。

　

条
例
を
見
れ
ば
、
ど
う
い

う
議
会
を
目
指
し
、
ど
う
活

動
し
て
い
け
ば
良
い
か
が
分

か
る
。
議
員
と
し
て
進
む
べ

き
方
向
を
示
す
、
教
科
書
み

た
い
な
存
在
な
ん
だ
と
感
じ

た
。

議会基本条例は議員として
目指すべき目標がわかる
教科書のようなもの。

栗山町議会の取組が広がり、
ほかの議会の工夫もまた栗山
に生かされれば素晴らしい。

水
野

水
野

町
民
と
と
も
に
考
え
る
議
会
へ

高
橋

高
橋

水
野

藤
本

藤
本

対談では、町民の視点から見た栗山町議会の歩みや
議会基本条例の意義、そして町民とともに考える議
会のあり方について率直な意見が交わされた。

藤
本



２ ０２ ０ 年年 の あ ゆ みの あ ゆ み

200220052006
５.18 ≪議会報告会を開始≫

議員が地域に入り、活動状況

を直接報告し、町民の意見・

提言を聴取する議会報告会を

開催（全国２例目・道内初）。

継続実施と条例明記を求める

意見が、議会基本条例制定の

契機となる。

≪議会基本条例を制定≫
「町民参加」「情報公開」「自

由討議」を柱とする開かれた

議会運営を制定。

≪改革の仕組みを整備≫

議会モニターや議会改革推進

会議を設置し、町民の視点を

取り入れた継続的な改革体制

を構築。

2008

≪議会ライブ中継の開始≫

町民に積極的な情報公開として

議会がどのように活動し、執行側

との論点争点を知ってもらうこ

と、議会に多くの関心を寄せて

もらうことを目的に取組を開始。

06History

2006.5.18全国で初めて議会基本条例を制定

2006.7
議会基本条例を学びに

全国から視察が殺到



― 町民とともに歩んだ議会改革の軌跡 ―
地方分権の進展により、議会の役割が大きく変化する中、栗山町議会は町民に開
かれた議会を目指し、全国に先駆けて議会基本条例を制定しました。

200920112021
≪議会運営の透明性向上≫

正副議長の所信表明を実施し、

議会運営の透明性を向上。

≪通年議会の導入≫

通年議会の導入や文書質問、

代表質問制度の導入により年

間を通じて機動的かつ柔軟に

活動できる議会運営へ転換。

≪議会サポーター制度導入≫

議会の政策形成・立案機能の向上

を図るため、有識者に政策づくり

への助言をもらう議会サポーター

制度を導入。

2024
≪議員報酬改定と

　　　　審議会の活用≫

議員報酬改定時には参考人制

度及び公聴会制度に加え、栗

山町特別職報酬等審議会の意

見を尊重することを明記。

栗 山 町 議 会 基 本 条 例栗 山 町 議 会 基 本 条 例

条例はつくるだけでは終わらない

これまで１１度の条例改正

これからも議会基本条例を磨き続けていく

2005 ～
議会報告会を重ね、

町民との対話を積み重ねてきた

２０２６年　議会報告会の様子



 議会基本条例が歩んだ 20 年は町にとっても激動の時代でした。

 その時代の変化とともに改革を続けてきた議会、 そして基本条例。

 栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業を通して、 基本条例の意義、

　課題とともに議会のあるべき姿が示されました。

 先行きが不透明な現在にあって議会は、 時代のニーズを把握し、 より的確

 に対応していくことが求められています。

 そのためにも個々の議員力を向上させ、 議事機関として議論を尽くしていかな 

 ければなりません。

 栗山町議会は時代や議員が変わっても、 議会基本条例をよりどころに町民

 に寄り添い、 町の課題解決に真摯に取り組む議会を目指していきます。

あなたと議会がつながっている
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